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このひと

どんどん変わっていった父の人相
児童虐待の早期発見、早期対応への取組みが進め

られている。2004年の児童虐待防止法改正により、
地域住民に対しても児童相談所への通告が義務化
された。その意義は認めつつも、島田妙子さんは「そ
れでは虐待は減らせない」と話す。島田さん自身の
壮絶な体験に基づいた実感である。

４歳の時に両親が離婚、二人の兄とともに児童養
護施設に入所した。小学２年の時、再婚した父が迎え
に来る。継母は22歳だった。「今思えば、いきなり年
子の三人きょうだいの母親になるなんて無理な話で
すよね」。すぐに育児ストレスを抱えるようになった
継母は子どもたちに暴力をふるい、父を責めたてた。
やがて優しかった父も虐待に加わる。「どんどん父の
人相が変わっていったのが今でも忘れられません」。

悪いとわかっていて抜け出せない苦しさ
一方で、親たちが暴力をふるいながら子どもの目

をまっすぐに見られないことにも気付いていた。「い
けないことをしているってわかってるんです。だから
子どものまなざしを敏感に感じて、さらに暴力で抑え
つけようとするんですね」。虐待が周囲に気付かれそ
うになると引っ越したのも後ろめたさの表れだった
のだろう。 

島田さんが中学２年になった時、虐待に気付いた
担任が父親に「いくら親でもアカンもんはアカン」と
言い切り保護されたことで、７年に及ぶ虐待は「一瞬
で終わりました」。その後、両親は離婚。父は謝罪の
言葉を残して自死し、継母は荒れた生活の果てに

一人で亡くなった。「虐待は親にとっても苦しくてた
まらないものなんです」。 

だからこそ、島田さんは「親の心を助ける」という
形での虐待防止に取り組む。虐待をしている親に「虐
待さん、いらっしゃい」と呼びかける。「悪いとわかっ
ているのに抜け出せなくて苦しんでいる人を責めた
ら、心を閉ざされてしまう。まずはつながらないと」。 

しんどさを受け止め、経験を生かす道をつくる
講演後、「私、虐待してるんです」と告白してきた人

に、「大変やったなあ」とねぎらう。そして「子どもを
叩くってパワーいるよね。しんどかったね。これから
はそのしんどい経験を活かして、一緒にほかの“虐待
さん”を助けていこう」と語りかける。「みんな驚きま
すよ。“え？こんな私が誰かを助けられるの？”って。責
められまいと虚勢を張ったり支援を拒否したりして
いても、内心では誰よりも自分で自分を責めている
んです。だから“あなたにもすばらしい力があるんだ
よ”と伝えることが、虐待を止める第一歩なんです」。 
　もちろん人はそう簡単には変われない。しかし虐
待から救ってくれた中学時代の担任は当時27歳で
産休明けだったが、毅然と校長や教頭にも意見して
くれた。そんな大人が一人でもいれば状況は変えら
れる。「私もその一人になることで、あの経験を生か
せますから」。映像制作会社の経営と３人の子どもた
ちの子育て、そして夫の母の介護をしながら、講演活
動やインターネットでのメッセージの発信、悩む親た
ちとの交流に力を注いでいる。

64歳以下で発症する認知症を若年認知症といいます。若
年認知症に対する社会の理解・意識の低さや偏見があり、本
人や家族は病気を公表できずに認知症の初期を過ごすこと
が少なくありません。また、診断を受けた後も専門職からの情
報提供の少なさや利用できる福祉や制度が少ないことから、
社会参加の機会は急激に少なくなります。発症後、家に閉じこ
もりがちになり、その後の介護保険利用までに3年から5年を
要することもあります。

このような若年認知症の本人や家族の居場所、相談先を作
るため、愛都の会は2005年2月に発足しました。現在は大阪
府を中心に活動し、会員は若年認知症の本人とその家族、専
門職や市民のサポーター120名です。

主な活動は、毎月第二日曜日（参加者約50名）の定例会を
行なう他、相談、機関紙の発行などです。定例会では、本人が
安心してありのままでの自分でいられる、自分の思いを自由
に話せ、いきいきと自分らしく過ごせる場を提供すると同時に、

家族にとっても休息や情報提供の場を提供することを目的と
しています。

奇数月は「なにわくらぶ」として、本人交流、アートワークな
ど、本人や家族の希望を取り入れた活動を、公的施設を借り
て行っています。偶数月は、ＮＨＫ見学や商店街の散策、大阪
府内の公園施設など様々な所に出かけ、一人ひとりに合わせ
た外出活動を行なっています。

会の運営としてサポーターが心がけていることは、お世話
する人、される人の関係ではなく、参加者同士で会の活動を
楽しむこと、その中で若年認知症の本人の苦手とする部分を
さりげなくサポートすることです。サポーターも若年認知症の
本人にも役割を持ってもらい、それぞれが楽しむことを基本と
しています。

若年認知症支援の会　愛都（アート）の会　
http://artnokai.kt.fc2.com/

社団法人子ども情報研究センター社団法人子ども情報研究センター
私たちは、子どもが生きるあらゆる場面で子どもの人権が保

障されるように、「子どもの権利に関する調査研究」「子ども及
び家庭のアドボカシー」「子どもの参加の促進」「子どもの権利
に関する図書の編集刊行」「子どもの権利に関する研修」「子ど
もの権利に関する国際交流」という事業を実施している市民団
体です。

具体的には、「ファミリー子育て何でもダイヤル」「チャイルド
ラインOSAKA」「子ども家庭相談室」「子育ち・子育て支援ネッ
トワーク」「子ども参加参画プロジェクト」「機関誌『はらっぱ』等
の編集刊行」「人権保育教育連続講座」などの事業をしていま
す。また、行政からの委託事業として、「大阪市こども相談セン
ター不登校児童通所事業」「大阪市つどいの広場事業」「大阪
市子ども家庭支援員研修事業」「大阪府教育委員会『被害者救
済システム』連携支援」「大阪府教育委員会『24時間電話相
談』」なども実施しています。

私たちは、それぞれの事業で子どもに出会います。子どもか
ら、人のかけがえのなさ、尊厳というものに気づかされます。0
歳の子どもにも気持ちや願いがあり、それを伝える力がありま
す。他者を気遣い、ともに生きることを楽しむ力があります。当
たり前のことなのに子どもってすごいなぁと思ってしまいます。
それくらい私たちの社会は、子どもを力のないものとし、軽んじ
てきました。これは子ども差別です。自分のことなのに意見を
聴いてもらえず、決定に関与できず、家庭や学校や地域で自分
が大切にされていると感じられず、生きている意味がないと感
じる子どもが少なからずいます。

子ども情報研究センターでは、2011年より“子どもの声が
おとなに届くために私たちにできること”と題して、イギリスの
子どもアドボカシーシステムを学んでいます。「子どもアドボカ
シー」とは、おとな中心の社会において、子どもがひとりの市民
として声をあげることができるように子どもを支援することで
す。2013年3月24日には、「学校・福祉現場で一人ひとりの子
どもの声をどう支援するか　－子どもアドボカシー実践講座－」
を開催します。この講座が日本の子どもの権利を実現する大き
な一歩となることを祈っています。
　

社団法人子ども情報研究センター
http://www.kojoken.jp
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